
 

 

柏 市 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 及 び 維 持 管 理 に 関 す る 指 導 要  

綱  

 

制 定  平 成 ２ ０ 年  ３ 月 ３ １ 日  

施 行  平 成 ２ ０ 年  ４ 月  １ 日  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 等 を す る 者 に 対 し て 行

う 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 等 の 計 画 に 関 す る 指 導 ， 事 業 者 等 に 対 し

て 行 う 廃 棄 物 処 理 施 設 の 維 持 管 理 に 関 す る 指 導 等 に 関 し 必 要 な 事

項 を 定 め る こ と に よ り ， 生 活 環 境 の 保 全 及 び 廃 棄 物 の 処 理 の 適 正

の 確 保 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は ， そ れ

ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

(1) 法  廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ４ ５ 年 法 律 第

１ ３ ７ 号 ） を い う 。  

(2) 政 令  廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 昭 和 ４ ６

年 政 令 第 ３ ０ ０ 号 ） を い う 。  

(3) 省 令  廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 昭 和 ４

６ 年 厚 生 省 令 第 ３ ５ 号 ） を い う 。  

(4) 条 例  柏 市 産 業 廃 棄 物 不 適 正 処 理 防 止 条 例 （ 平 成 １ ９ 年 柏 市

条 例 第 ５ ７ 号 ） を い う 。  

 （ 5） 条 例 施 行 規 則  柏 市 産 業 廃 棄 物 不 適 正 処 理 防 止 条 例 施 行 規 則

（ 平 成 ２ ０ 年 柏 市 規 則 第 ２ 号 ） を い う 。  

(6) 廃 棄 物 の 処 理  廃 棄 物 の 処 分 （ 海 洋 投 入 処 分 を 除 く 。 ） 及 び

廃 棄 物 の 再 生 利 用 並 び に 産 業 廃 棄 物 の 積 替 え 又 は 保 管 を い う 。  

(7) 産 業 廃 棄 物 の 積 替 え 又 は 保 管  次 に 掲 げ る も の を い う 。  

ア  政 令 第 ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 ハ 及 び ニ の 規 定 に よ り 行 う 産 業 廃

棄 物 の 積 替 え  

イ  政 令 第 ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 ホ 及 び ヘ の 規 定 に よ り 行 う 産 業 廃

棄 物 の 保 管  



 

ウ  政 令 第 ６ 条 の ５ 第 １ 項 第 １ 号 ロ の 規 定 に よ り 行 う 特 別 管 理

産 業 廃 棄 物 の 積 替 え  

エ  政 令 第 ６ 条 の ５ 第 １ 項 第 １ 号 ニ の 規 定 に よ り 行 う 特 別 管 理

産 業 廃 棄 物 の 保 管  

(8) 廃 棄 物 処 理 施 設  最 終 処 分 場 ， 中 間 処 理 施 設 ， 産 業 廃 棄 物 の

積 替 保 管 施 設 及 び 産 業 廃 棄 物 の 再 生 利 用 施 設 を い う 。  

(9) 最 終 処 分 場  政 令 第 ５ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 一 般 廃 棄 物 の 最 終

処 分 場 及 び 政 令 第 ７ 条 第 １ ４ 号 に 規 定 す る 産 業 廃 棄 物 の 最 終 処

分 場 を い う 。  

(10) 中 間 処 理 施 設  次 に 掲 げ る 施 設 を い う 。  

ア  政 令 第 ５ 条 第 １ 項 に 規 定 す る ご み 処 理 施 設  

イ  政 令 第 ７ 条 に 規 定 す る 産 業 廃 棄 物 の 処 理 施 設 （ 同 条 第 １ ４

号 に 規 定 す る 産 業 廃 棄 物 の 最 終 処 分 場 を 除 く 。 ）  

ウ  そ の 事 業 活 動 に 伴 い 産 業 廃 棄 物 を 排 出 す る 事 業 者 （ 以 下

「 排 出 事 業 者 」 と い う 。 ） が 自 ら 当 該 産 業 廃 棄 物 を 処 理 す る

た め に 設 置 す る 施 設 で あ っ て ， 当 該 産 業 廃 棄 物 を 排 出 す る 事

業 場 以 外 の 場 所 に 設 置 す る も の （ 前 号 ， 次 号 及 び 第 １ ２ 号 並

び に こ の 号 ア 及 び イ に 該 当 す る も の を 除 き ， 条 例 第 １ ０ 条 第

１ 号 又 は 第 ２ 号 に 掲 げ る も の に 限 る 。 ）  

エ  廃 棄 物 処 理 業 者 の 設 置 す る 当 該 事 業 に 係 る 施 設 （ 前 号 ， 次

号 及 び 第 １ ２ 号 並 び に こ の 号 ア 及 び イ に 該 当 す る も の を 除

く 。 ）  

(11) 産 業 廃 棄 物 の 積 替 保 管 施 設  産 業 廃 棄 物 の 積 替 え 又 は 保 管

を 行 う た め の 施 設 を い う 。  

(12) 産 業 廃 棄 物 の 再 生 利 用 施 設  産 業 廃 棄 物 再 生 利 用 業 者 の 設

置 す る 当 該 事 業 に 係 る 産 業 廃 棄 物 の 積 替 え 又 は 保 管 を 行 う 施 設

及 び 産 業 廃 棄 物 の 再 生 利 用 を 行 う 施 設 を い う 。  

(13) 事 業 者 等  排 出 事 業 者 ， 廃 棄 物 処 理 業 者 及 び 産 業 廃 棄 物 再

生 利 用 業 者 を い う 。  

(14) 廃 棄 物 処 理 業 者  法 第 ７ 条 第 １ 項 若 し く は 第 ６ 項 ， 法 第 １

４ 条 第 １ 項 若 し く は 第 ６ 項 ， 法 第 １ ４ 条 の ４ 第 １ 項 若 し く は 第

６ 項 の 許 可 を 受 け た 者 又 は こ れ ら の 許 可 に 係 る 申 請 を し よ う と

す る 者 若 し く は こ れ ら の 許 可 に 係 る 申 請 を し た 者 を い う 。  



 

(15) 産 業 廃 棄 物 再 生 利 用 業 者  省 令 第 ９ 条 第 ２ 号 若 し く は 第 １

０ 条 の ３ 第 ２ 号 の 指 定 を 受 け た 者 又 は こ れ ら の 指 定 に 係 る 申 請

を し よ う と す る 者 若 し く は こ れ ら の 指 定 に 係 る 申 請 を し た 者 を

い う 。  

(16) 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 等  次 に 掲 げ る も の を い う 。  

ア  廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置  

イ  廃 棄 物 処 理 施 設 の 主 要 な 設 備 の 変 更 又 は 処 理 能 力 の 増 加  

ウ  廃 棄 物 処 理 施 設 に お い て 取 り 扱 う 廃 棄 物 の 種 類 の 変 更 （ 種

類 の 追 加 に 限 る 。 ）  

エ  廃 棄 物 処 理 施 設 の 用 に 供 す る 土 地 の 面 積 の 拡 大  

オ  排 出 事 業 者 が ， 自 ら 排 出 す る 産 業 廃 棄 物 の 処 理 を 行 う こ と

を 目 的 と し て 現 に 有 し て い る 又 は 使 用 し て い る 処 理 施 設 の 廃

棄 物 処 理 業 の 目 的 で の 使 用  

カ  そ の 他 生 活 環 境 の 保 全 上 の 支 障 を 生 じ る お そ れ 又 は 災 害 の

発 生 の お そ れ が あ る と 市 長 が 認 め る 廃 棄 物 処 理 施 設 の 構 造 等

の 変 更  

（ 事 業 者 等 の 責 務 ）  

第 ３ 条  市 長 は ， 事 業 者 等 が ， 法 ， 政 令 ， 省 令 そ の 他 関 係 法 令 及 び

こ の 要 綱 に 定 め る と こ ろ に 従 い 廃 棄 物 の 処 理 及 び 廃 棄 物 処 理 施 設

の 設 置 等 を 行 う よ う 指 導 す る も の と す る 。  

２  市 長 は ， 事 業 者 等 が ， 廃 棄 物 の 処 理 及 び 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置

等 に 起 因 す る 公 害 及 び 災 害 の 発 生 を 防 止 す る こ と に よ り ， 地 域 住

民 の 生 命 及 び 財 産 に 被 害 を 与 え る こ と の な い よ う 指 導 す る も の と

す る 。  

３  市 長 は ， 事 業 者 等 が ， 本 市 が 定 め る 土 地 利 用 及 び 環 境 保 全 に 関

す る 計 画 に 適 合 す る よ う に 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 等 を 行 う よ う 指

導 す る も の と す る 。  

４  市 長 は ， 事 業 者 等 が ， 地 域 住 民 そ の 他 の 利 害 関 係 者 （ 以 下 「 地

域 住 民 等 」 と い う 。 ） の 理 解 を 得 た 上 で 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 等

を 行 う よ う 指 導 す る も の と す る 。  

５  市 長 は ， 事 業 者 等 （ そ の 委 任 を 受 け た 者 を 含 む 。 ） が ， こ の 要

綱 の 規 定 に 基 づ き 地 域 住 民 等 に 対 し て 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 等 に

関 す る 説 明 及 び 交 渉 を 行 う と き は ， 誠 意 を も っ て 行 う よ う 指 導 す



 

る も の と す る 。  

６  市 長 は ， 廃 棄 物 処 理 業 者 が ， 廃 棄 物 の 処 理 及 び 廃 棄 物 処 理 施 設

の 設 置 等 に 係 る 計 画 の 策 定 を 行 う に 当 た っ て は ， 本 市 の 区 域 内 か

ら 排 出 さ れ る 廃 棄 物 の 取 扱 い を 優 先 し ， 本 市 の 区 域 外 か ら 排 出 さ

れ る 廃 棄 物 の 取 扱 い を 抑 制 す る よ う 指 導 す る も の と す る 。  

（ 廃 棄 物 処 理 施 設 設 置 等 事 前 協 議 書 の 提 出 等 ）  

第 ４ 条  市 長 は ， 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 等 （ 次 に 掲 げ る 廃 棄 物 処 理

施 設 に 係 る も の に 限 る 。 ） を 行 お う と す る 者 （ 以 下 「 廃 棄 物 処 理

施 設 の 設 置 等 予 定 者 」 と い う 。 ） が ， 法 第 ８ 条 第 １ 項 ， 第 ９ 条 第

１ 項 ， 第 １ ４ 条 第 １ 項 若 し く は 第 ６ 項 ， 第 １ ４ 条 の ２ 第 １ 項 ， 第

１ ４ 条 の ４ 第 １ 項 若 し く は 第 ６ 項 ， 第 １ ４ 条 の ５ 第 １ 項 ， 第 １ ５

条 第 １ 項 若 し く は 第 １ ５ 条 の ２ の ６ 第 １ 項 若 し く は 条 例 第 １ ０ 条

若 し く は 第 １ ４ 条 第 １ 項 の 許 可 の 申 請 若 し く は 省 令 第 ９ 条 第 ２ 号

若 し く は 第 １ ０ 条 の ３ 第 ２ 号 の 指 定 の 申 請 又 は 法 第 １ ４ 条 の ２ 第

３ 項 又 は 第 １ ４ 条 の ５ 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 法 ７ 条 の ２ 第 ３ 項

の 規 定 に よ る 届 出 を 行 う 前 に ， 当 該 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 等 の 計

画 に つ い て 廃 棄 物 処 理 施 設 設 置 等 事 前 協 議 書 （ 以 下 「 事 前 協 議

書 」 と い う 。 ） を 市 長 が 指 示 す る 部 数 提 出 し て 市 長 と 協 議 す る よ

う 指 導 す る も の と す る 。  

(1) 排 出 事 業 者 の 設 置 す る 最 終 処 分 場 （ 産 業 廃 棄 物 を 排 出 す る 事

業 場 以 外 の 場 所 に 設 置 す る も の に 限 る 。 ）  

(2) 排 出 事 業 者 の 設 置 す る 中 間 処 理 施 設 （ 第 ２ 条 第 １ ０ 号 ア 及 び

イ に 掲 げ る 施 設 の う ち 産 業 廃 棄 物 を 排 出 す る 事 業 場 内 に 設 置 す

る も の 並 び に 同 号 エ に 掲 げ る 施 設 を 除 く 。 ）  

(3) 廃 棄 物 処 理 業 者 の 設 置 す る 当 該 事 業 に 係 る 最 終 処 分 場 ， 中 間

処 理 施 設 及 び 産 業 廃 棄 物 の 積 替 保 管 施 設  

(4) 産 業 廃 棄 物 の 再 生 利 用 施 設  

２  前 項 の 規 定 は ， 都 市 計 画 法 （ 昭 和 ４ ３ 年 法 律 第 １ ０ ０ 号 ） 第 １

１ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 都 市 計 画 に 定 め ら れ た 施 設 に 係 る 廃 棄 物

処 理 施 設 の 設 置 等 に つ い て は ， 適 用 し な い 。  

３  事 前 協 議 書 に は ， 次 に 掲 げ る 書 類 及 び 図 面 を 市 長 が 指 示 す る 部

数 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

(1) 環 境 調 査 報 告 書  



 

(2) 廃 棄 物 処 理 施 設 の 位 置 図 （ 縮 尺 ２ ５ ， ０ ０ ０ 分 の １ 程 度 の も

の ）  

(3) 廃 棄 物 処 理 施 設 の 付 近 の 見 取 図 （ 縮 尺 ２ ， ５ ０ ０ 分 の １ 程 度

の も の ）  

(4) 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 計 概 要 図 （ 平 面 図 ， 立 面 図 ， 側 面 図 等 ）  

(5) 廃 棄 物 処 理 施 設 の 用 に 供 す る 土 地 に 係 る 登 記 事 項 証 明 書 及 び

公 図 の 写 し  

(6) 最 終 処 分 場 又 は 中 間 処 理 施 設 （ 第 ２ 条 第 １ ０ 号 ア 及 び イ に 掲

げ る も の に 限 る 。 ） に 係 る も の に あ っ て は ， 生 活 環 境 影 響 調 査

計 画 （ 方 法 ） 書 （ 当 該 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 等 が 次 の い ず れ か

に 該 当 す る 場 合 に あ っ て は ， そ れ ぞ れ に 定 め る 書 類 に 代 え る こ

と が で き る 。 ）  

ア  環 境 影 響 評 価 法 （ 平 成 ９ 年 法 律 第 ８ １ 号 ） 第 ２ 条 第 ４ 項

に 規 定 す る 対 象 事 業  同 法 第 １ ４ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 環 境 影

響 評 価 準 備 書 又 は 同 法 第 ２ １ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 環 境 影 響 評

価 書  

イ  千 葉 県 環 境 影 響 評 価 条 例 （ 平 成 １ ０ 年 千 葉 県 条 例 第 ２ ６

号 ） 第 ２ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 対 象 事 業  同 条 例 第 １ ４ 条 第 １

項 に 規 定 す る 環 境 影 響 評 価 準 備 書 又 は 同 条 例 第 ２ ４ 条 第 ２ 項

に 規 定 す る 環 境 影 響 評 価 書  

(7) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か ， 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類 及 び 図

面  

４  市 長 は ， 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 等 予 定 者 が ， 市 長 が 別 に 定 め る

廃 棄 物 処 理 施 設 の 立 地 等 に 関 す る 基 準 ， 廃 棄 物 処 理 施 設 の 構 造 に

関 す る 基 準 （ 以 下 「 構 造 基 準 」 と い う 。 ） 及 び 廃 棄 物 処 理 施 設 の

維 持 管 理 に 関 す る 基 準 （ 以 下 「 維 持 管 理 基 準 」 と い う 。 ） に 適 合

す る よ う に 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 等 の 計 画 を 定 め る よ う 指 導 す る

も の と す る 。  

５  市 長 は ， 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 等 予 定 者 （ 当 該 廃 棄 物 処 理 施 設

の 設 置 等 に つ い て 法 第 ８ 条 第 １ 項 ， 第 ９ 条 第 １ 項 ， 第 １ ５ 条 第 １

項 若 し く は 第 １ ５ 条 の ２ の ６ 第 １ 項 又 は 条 例 第 １ ０ 条 若 し く は 第

１ ４ 条 第 １ 項 の 許 可 （ 以 下 「 施 設 設 置 許 可 」 と い う 。 ） を 受 け な

け れ ば な ら な い 者 に 限 る 。 ） が ， 第 １ １ 条 の 規 定 に よ る 通 知 を 受



 

け た 後 に お い て 当 該 施 設 設 置 許 可 の 申 請 を 行 う よ う 指 導 す る も の

と す る 。  

 （ 協 議 会 の 審 査 ）  

第 ５ 条  市 長 は ， 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 事 前 協 議 書 の 提 出 が あ っ

た と き は ， 必 要 に 応 じ て 現 地 調 査 を 行 う と と も に ， 当 該 事 前 協 議

書 に 係 る 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 等 の 計 画 に 関 し 第 ２ ７ 条 第 １ 項 の

規 定 に よ り 設 置 す る 廃 棄 物 処 理 施 設 設 置 等 協 議 会 （ 次 項 及 び 次 条

第 １ 項 に お い て 「 協 議 会 」 と い う 。 ） に 審 査 さ せ る も の と す る 。  

２  市 長 は ， 前 項 の 規 定 に よ る 協 議 会 の 審 査 の た め に 必 要 が あ る と

認 め る と き は ， 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 事 前 協 議 書 を 提 出 し た 者

（ 以 下 「 協 議 申 出 者 」 と い う 。 ） に 対 し ， 協 議 会 の 会 議 に 出 席 し ，

当 該 審 査 に 係 る 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 等 の 計 画 に つ い て 説 明 す る

よ う 指 導 す る も の と す る 。  

（ 計 画 の 審 査 指 示 等 ）  

第 ６ 条  市 長 は ， 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 協 議 会 の 審 査 の 結 果 に 基

づ き ， 協 議 申 出 者 に 対 し ， 審 査 指 示 書 に よ り 次 に 掲 げ る 事 項 を 指

示 し ， 又 は 当 該 審 査 に 係 る 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 等 の 計 画 を 廃 止

す る よ う 指 導 す る も の と す る 。  

 (1) 当 該 審 査 に 係 る 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 等 を 行 う に 当 た っ て 留

意 し な け れ ば な ら な い 事 項  

 (2) 次 に 掲 げ る 区 域 の う ち 市 長 が 指 定 す る 区 域 （ 以 下 「 関 係 地

域 」 と い う 。 ） に 居 住 す る 者 （ 以 下 「 関 係 地 域 住 民 」 と い

う 。 ） を 対 象 と し た 当 該 審 査 に 係 る 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 等 の

計 画 に 関 す る 説 明 会 の 開 催  

ア  当 該 計 画 が 最 終 処 分 場 に 係 る も の で あ る 場 合 に あ っ て は ，

当 該 最 終 処 分 場 の 用 に 供 す る 土 地 の 区 域 か ら お お む ね ３ ０ ０

メ ー ト ル 以 内 の 地 域 及 び 廃 棄 物 の 搬 入 に 使 用 す る 道 路 （ 国 道 ，

県 道 及 び 市 道 並 び に 柏 市 法 定 外 公 共 物 管 理 条 例 （ 平 成 １ ３ 年

柏 市 条 例 第 １ ５ 号 ） に 規 定 す る 法 定 外 公 共 物 で あ る 道 路 を 除

く 。 イ に お い て 「 搬 入 道 路 」 と い う 。 ） の 境 界 か ら お お む ね

３ ０ メ ー ト ル 以 内 の 地 域  

イ  当 該 計 画 が 最 終 処 分 場 以 外 の 廃 棄 物 処 理 施 設 に 係 る も の で

あ る 場 合 に あ っ て は ， 当 該 廃 棄 物 処 理 施 設 の 用 に 供 す る 土 地



 

の 区 域 か ら お お む ね ２ ０ ０ メ ー ト ル 以 内 の 地 域 及 び 搬 入 道 路

の 境 界 か ら お お む ね ３ ０ メ ー ト ル 以 内 の 地 域  

２  市 長 は ， 前 項 の 規 定 に よ る 指 示 （ 以 下 「 審 査 指 示 」 と い う 。 ）

を 行 う に 当 た っ て は ， 必 要 に 応 じ て 生 活 環 境 の 保 全 に 関 し 専 門 的

知 識 を 有 す る 者 の 意 見 を 聴 く も の と す る 。  

３  第 １ 項 （ 第 ２ 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 は ， 廃 棄 物 処 理 施

設 の 設 置 等 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 で あ っ て ， 市 長 が 同 号

の 規 定 に よ る 説 明 会 の 開 催 の 必 要 が な い と 認 め る と き は ， 適 用 し

な い 。  

(1) 環 境 影 響 評 価 法 第 ２ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 対 象 事 業  

(2) 千 葉 県 環 境 影 響 評 価 条 例 第 ２ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 対 象 事 業  

(3) 建 設 工 事 に 伴 っ て 生 じ た 汚 泥 に 係 る 最 終 処 分 場 の 設 置 者 が 行

う 当 該 最 終 処 分 場 内 に お け る 当 該 汚 泥 の 脱 水 施 設 又 は 乾 燥 施 設

の 設 置  

(4) 製 造 施 設 等 と し て 設 置 さ れ ， お お む ね ５ 年 以 上 の 製 造 の 実 績

が あ る 施 設 を 利 用 し て 廃 棄 物 の 処 理 を 行 う こ と に 伴 う も の  

(5) 排 出 事 業 者 が 排 出 し た 産 業 廃 棄 物 を 自 ら 処 理 す る た め の 施 設

と し て 設 置 さ れ ， お お む ね ５ 年 以 上 の 処 理 の 実 績 が あ る 施 設 を

利 用 し て 他 の 者 が 排 出 し た 廃 棄 物 の 処 理 を 行 う こ と に 伴 う も の  

(6) 土 地 区 画 整 理 事 業 等 の 施 行 に よ る 産 業 廃 棄 物 処 理 施 設 （ 最 終

処 分 場 を 除 く 。 ） の 移 設 （ 当 該 土 地 区 画 整 理 事 業 等 の 施 行 区 域

内 に お け る も の に 限 る 。 ）  

(7) 既 に 造 成 が 完 了 し て い る 工 業 専 用 地 域 内 に お け る も の  

(8) お お む ね ５ 年 以 上 の 処 理 実 績 の あ る 廃 棄 物 処 理 施 設 （ 以 下 こ

の 号 に お い て 「 既 存 施 設 」 と い う 。 ） の 処 理 能 力 の 増 加 （ 既 存

施 設 が 設 置 さ れ て い る 事 業 場 と 同 一 の 事 業 場 内 に 設 置 さ れ る 廃

棄 物 処 理 施 設 及 び 当 該 事 業 場 に 近 接 す る 事 業 場 内 に 設 置 さ れ る

廃 棄 物 処 理 施 設 で あ っ て ， 既 存 施 設 と 一 体 と し て 機 能 し て い る

と 判 断 さ れ る も の が あ る 場 合 に あ っ て は ， こ れ ら を １ の 廃 棄 物

処 理 施 設 と み な し て 処 理 能 力 が 増 加 し て い る 場 合 を 含 む 。 ） で

あ っ て ， 増 加 後 の 処 理 能 力 が 既 存 施 設 を 新 設 し た と き に お け る

事 前 協 議 書 に 記 載 し た 処 理 能 力 の １ ０ 分 の １ ５ を 超 え な い も の

（ 当 該 処 理 能 力 の 増 加 に よ り 新 た に 中 間 処 理 施 設 （ 第 ２ 条 第 １



 

０ 号 ウ 及 び エ に 掲 げ る 施 設 を 除 く 。 ） に 該 当 す る こ と と な る も

の を 除 く 。 ）  

(9) 廃 棄 物 処 理 施 設 の 構 造 ， 設 備 等 の 変 更 （ 主 要 な 部 分 に 係 る も

の を 除 く 。 ） 又 は 廃 棄 物 処 理 施 設 に お い て 取 り 扱 う 廃 棄 物 の 種

類 の 変 更 （ 種 類 の 追 加 に 限 る 。 ） 。 た だ し ， 当 該 変 更 に よ り 新

た に 中 間 処 理 施 設 （ 第 ２ 条 第 １ ０ 号 イ に 掲 げ る 施 設 に 限 る 。 ）

に 該 当 す る こ と と な る 場 合 及 び 政 令 第 ２ 条 の ４ 第 ４ 号 に 規 定 す

る 感 染 性 産 業 廃 棄 物 又 は 同 条 第 ５ 号 に 規 定 す る 特 定 有 害 産 業 廃

棄 物 を 追 加 す る 場 合 を 除 く 。  

(10) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か ， 市 長 が 別 に 定 め る も の  

（ 説 明 会 の 開 催 ）  

第 ７ 条  市 長 は ， 協 議 申 出 者 が ， 前 条 第 １ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 廃 棄

物 処 理 施 設 の 設 置 等 の 計 画 に 関 す る 説 明 会 （ 以 下 「 説 明 会 」 と い

う 。 ） を ， 関 係 地 域 内 の 適 当 な 場 所 （ 関 係 地 域 内 に 説 明 会 を 開 催

す る 適 当 な 場 所 が な い 場 合 に あ っ て は ， 関 係 地 域 の 周 辺 の 地 域 に

お け る 適 当 な 場 所 ） に お い て 開 催 す る よ う 指 導 す る も の と す る 。  

２  市 長 は ， 協 議 申 出 者 が ， 説 明 会 を 開 催 す る と き は ， 説 明 会 を 開

催 す る 日 時 及 び 場 所 並 び に 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 等 の 計 画 の 概 要

に つ い て あ ら か じ め 関 係 地 域 住 民 に 周 知 す る よ う 指 導 す る も の と

す る 。  

３  市 長 は ， 協 議 申 出 者 が ， そ の 責 め に 帰 す る こ と の で き な い 事 由

に よ り 説 明 会 を 開 催 す る こ と が で き な い 旨 の 申 出 を し た 場 合 で あ

っ て ， そ の 申 出 に 理 由 が あ る と 認 め る と き は ， 説 明 会 の 開 催 に 代

え て 事 前 協 議 書 並 び に 当 該 事 前 協 議 書 に 添 付 し た 第 ４ 条 第 ３ 項 各

号 に 掲 げ る 書 類 及 び 図 面 （ 以 下 「 事 前 協 議 書 等 」 と い う 。 ） の 内

容 を 平 易 に 要 約 し た 文 書 の 配 布 等 の 方 法 に よ り ， 関 係 地 域 住 民 に

対 し 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 等 の 計 画 に 関 す る 説 明 を す る よ う 指 導

す る も の と す る 。  

（ 関 係 地 域 住 民 と の 調 整 ）  

第 ８ 条  市 長 は ， 協 議 申 出 者 が ， 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 等 に 当 た り

周 辺 地 域 の 生 活 環 境 の 保 全 の た め に 実 施 す る 措 置 に 関 す る 事 項

（ 以 下 「 環 境 保 全 に 関 す る 事 項 」 と い う 。 ） に つ い て 関 係 地 域 住

民 と 協 議 し ， 環 境 保 全 に 関 す る 事 項 に つ い て 世 帯 主 で あ る 関 係 地



 

域 住 民 の ３ 分 の ２ 以 上 の 者 か ら の 合 意 を 得 ， 又 は 世 帯 主 で あ る 関

係 地 域 住 民 の ３ 分 の ２ 以 上 の 者 に よ り 構 成 す る 団 体 の 長 と の 間 で

環 境 保 全 に 関 す る 事 項 に 係 る 協 定 を 締 結 す る よ う 指 導 す る も の と

す る 。  

２  前 項 の 規 定 は ， 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 等 が 第 ６ 条 第 ３ 項 各 号 の

い ず れ か に 該 当 す る 場 合 で あ っ て ， 市 長 が 同 項 の 規 定 に よ る 環 境

保 全 に 関 す る 事 項 に 係 る 合 意 の 取 得 又 は 協 定 の 締 結 （ 以 下 「 環 境

保 全 協 定 の 締 結 等 」 と い う 。 ） の 必 要 が な い と 認 め る と き は ， 適

用 し な い 。  

（ 審 査 指 示 事 項 調 整 済 回 答 書 ）  

第 ９ 条  市 長 は ， 協 議 申 出 者 が ， 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と

き は ， そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 書 類 を 市 長 が 指 示 す る 部 数 市 長

に 提 出 す る よ う 指 導 す る も の と す る 。  

(1) 第 ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 事 項 に つ い て の 調 整 （ 以 下

「 調 整 」 と い う 。 ） 及 び 環 境 保 全 協 定 の 締 結 等 を 完 了 し た と き  

 審 査 指 示 事 項 調 整 済 回 答 書  

(2) 説 明 会 の 開 催 又 は 第 ７ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 説 明 会 の 開 催 に

代 わ る 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 等 の 計 画 に 関 す る 説 明 （ 以 下 「 説

明 会 の 開 催 等 」 と い う 。 ） を し た と き  廃 棄 物 処 理 施 設 設 置 等

説 明 会 実 施 状 況 報 告 書  

２  市 長 は ， 前 項 各 号 に 掲 げ る 書 類 の 提 出 を 受 け た と き は ， そ の 内

容 を 確 認 す る も の と す る 。  

（ 再 審 査 指 示 等 ）  

第 １ ０ 条  市 長 は ， 前 条 第 ２ 項 の 場 合 に お い て ， 協 議 申 出 者 が 審 査

指 示 に 従 い 調 整 を し て い な い こ と を 確 認 し た と き は ， 当 該 協 議 申

出 者 に 対 し ， 改 め て 当 該 審 査 指 示 に 従 い 調 整 を 行 う よ う 指 示 す る

も の と す る 。  

２  市 長 は ， 前 条 第 ２ 項 の 場 合 に お い て ， 協 議 申 出 者 が 環 境 保 全 協

定 の 締 結 等 を し て い な い こ と を 確 認 し た と き は ， 当 該 協 議 申 出 者

に 対 し ， 改 め て 環 境 保 全 協 定 の 締 結 等 を す る よ う 指 導 す る も の と

す る 。  

３  前 条 （ 第 １ 項 第 ２ 号 に 係 る 部 分 を 除 く 。 ） の 規 定 は ， 第 １ 項 の

規 定 に よ る 指 示 及 び 前 項 の 規 定 に よ る 指 導 を し た 場 合 に つ い て 準



 

用 す る 。  

４  市 長 は ， 前 条 第 ２ 項 の 場 合 に お い て 協 議 申 出 者 が 説 明 会 に お い

て 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 等 の 計 画 に 関 し 必 要 な 説 明 を 尽 く し て い

な い と 認 め る と き 又 は 第 ７ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 申 出 を し た 者 が

あ っ た 場 合 に お い て 当 該 申 出 に 理 由 が な い と 認 め る 場 合 は ， こ れ

ら の 者 に 対 し ， 改 め て 説 明 会 を 開 催 す る よ う 指 示 す る も の と す る 。  

５  市 長 は ， 前 条 第 ２ 項 の 場 合 に お い て ， 第 ７ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ

り 説 明 会 の 開 催 に 代 わ る 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 等 の 計 画 に 関 す る

説 明 を し た 者 が ， 必 要 な 説 明 を 尽 く し て い な い と 認 め る と き は ，

当 該 説 明 を し た 者 に 対 し ， 改 め て 同 項 の 規 定 に よ る 説 明 を す る よ

う 指 導 す る も の と す る 。  

６  前 条 （ 第 １ 項 第 １ 号 に 係 る 部 分 を 除 く 。 ） の 規 定 は ， 第 ４ 項 の

規 定 に よ る 指 示 及 び 前 項 の 規 定 に よ る 指 導 を し た 場 合 に つ い て 準

用 す る 。  

（ 事 前 協 議 の 終 了 の 通 知 ）  

第 １ １ 条  市 長 は ， 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き は ， 協 議 申 出 者 に

廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 等 の 計 画 に つ い て の こ の 要 綱 に 基 づ く 市 長

の 指 導 を 終 了 す る 旨 の 通 知 を す る も の と す る 。  

(1) 協 議 申 出 者 が 審 査 指 示 を さ れ た 全 て の 事 項 に つ い て 当 該 審 査

指 示 に 従 い 処 理 を し た こ と 及 び 環 境 保 全 協 定 の 締 結 等 を し た こ

と を 第 ９ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 確 認 し た と き 。  

(2) 前 条 第 １ 項 ， 第 ２ 項 ， 第 ４ 項 又 は 第 ５ 項 の 規 定 に よ る 指 示 又

は 指 導 を し た 場 合 に お い て ， 協 議 申 出 者 が 当 該 指 示 又 は 指 導 を

さ れ た 全 て の 事 項 に つ い て 当 該 指 示 又 は 指 導 に 従 い 処 理 を し た

こ と を 同 条 第 ３ 項 又 は 第 ６ 項 に お い て 準 用 す る 第 ９ 条 第 ２ 項 の

規 定 に よ り 確 認 し た と き 。  

（ 事 前 協 議 書 の 変 更 ）  

第 １ ２ 条  市 長 は ， 協 議 申 出 者 が ， 事 前 協 議 書 等 に 記 載 し た 内 容 の

変 更 を し た と き は ， 遅 滞 な く 第 ４ 条 第 ３ 項 各 号 に 掲 げ る 書 類 及 び

図 面 の う ち 当 該 変 更 に 係 る も の を 添 付 し た 当 該 変 更 後 の 事 前 協 議

書 を 市 長 が 指 示 す る 部 数 提 出 し て 市 長 と 協 議 す る よ う 指 導 す る も

の と す る 。  

２  第 ５ 条 か ら 前 条 ま で の 規 定 は ， 前 項 の 規 定 に よ る 変 更 後 の 事 前



 

協 議 書 の 提 出 が あ っ た 場 合 に つ い て 準 用 す る 。  

（ 報 告 の 徴 収 ）  

第 １ ３ 条  市 長 は ， 協 議 申 出 者 に 対 し ， 必 要 に 応 じ て 調 整 ， 環 境 保

全 協 定 の 締 結 等 又 は 説 明 会 の 開 催 等 の 状 況 に つ い て 報 告 を 求 め る

も の と す る 。  

（ 事 前 協 議 の 取 下 げ ）  

第 １ ４ 条  市 長 は ， 協 議 申 出 者 が ， 第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 提 出

し た 事 前 協 議 書 （ 第 １ ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 提 出 し た 変 更 に 係

る 事 前 協 議 書 を 含 む 。 ） を 取 り 下 げ よ う と す る と き は ， 事 前 協 議

取 下 書 ２ 部 を 提 出 す る こ と に よ り 市 長 に 届 け 出 る よ う 指 導 す る も

の と す る 。  

（ 指 導 等 の 手 続 の 省 略 ）  

第 １ ５ 条  市 長 は ， 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 等 の 計 画 の 内 容 が 廃 棄 物

の 処 理 を 適 正 に 行 う こ と が で き る も の で あ る と 認 め る と き ， 地 域

住 民 等 の 理 解 を 得 る こ と が で き る も の で あ る と 認 め る と き そ の 他

市 長 が 特 に 必 要 が な い と 認 め る と き は ， 第 ５ 条 か ら 第 １ ３ 条 ま で

の 規 定 に よ る 協 議 申 出 者 に 対 す る 指 導 そ の 他 の 手 続 の 全 部 又 は 一

部 を 省 略 す る も の と す る 。  

（ 構 造 基 準 の 遵 守 ）  

第 １ ６ 条  市 長 は ， 事 業 者 等 が ， 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 等 を す る と

き は ， 廃 棄 物 処 理 施 設 の 構 造 に つ い て ， 構 造 基 準 を 遵 守 す る よ う

指 導 す る も の と す る 。  

（ 廃 棄 物 処 理 施 設 設 置 の 設 置 の 届 出 等 ）  

第 １ ７ 条  市 長 は ， 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 等 予 定 者 （ 当 該 廃 棄 物 処

理 施 設 の 設 置 等 に つ い て 施 設 設 置 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 者

を 除 く 。 ） に 対 し ， 第 １ １ 条 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 後 に ， 廃

棄 物 処 理 施 設 設 置 届 出 書 を ２ 部 市 長 に 提 出 す る こ と に よ り 廃 棄 物

処 理 施 設 の 設 置 等 に つ い て 市 長 に 届 け 出 る よ う 指 導 す る も の と す

る 。  

（ 譲 受 け 等 に 係 る 届 出 ）  

第 １ ８ 条  市 長 は ， 前 条 の 規 定 に よ る 届 出 を し た 者 か ら 当 該 届 出 に

係 る 施 設 を 譲 り 受 け ， 又 は 借 り 受 け よ う と す る 者 に 対 し ， あ ら か

じ め 譲 受 け 届 出 書 を ２ 部 市 長 に 提 出 す る こ と に よ り 市 長 に 届 け 出



 

る よ う 指 導 す る も の と す る 。  

２  市 長 は ， 前 条 の 規 定 に よ る 届 出 を し た 者 に つ い て 相 続 ， 合 併 又

は 分 割 が あ っ た と き は ， 相 続 人 ， 合 併 後 存 続 す る 法 人 若 し く は 合

併 に よ り 設 立 し た 法 人 又 は 分 割 に よ り 当 該 届 出 に 係 る 施 設 の 全 部

を 承 継 し た 法 人 に 対 し ， 当 該 相 続 ， 合 併 又 は 分 割 が あ っ た 日 か ら

３ ０ 日 以 内 に ， 相 続 等 届 出 書 ２ 部 に そ の 事 実 を 証 す る 書 面 ２ 部 を

添 付 し て 市 長 に 提 出 す る こ と に よ り 市 長 に 届 け 出 る よ う 指 導 す る

も の と す る 。  

（ 使 用 前 検 査 ）  

第 １ ９ 条  市 長 は ， 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 等 （ 最 終 処 分 場 及 び 中 間

処 理 施 設 （ 第 ２ 条 第 １ ０ 号 ウ 及 び エ に 掲 げ る 施 設 を 除 く 。 ） 並 び

に 小 規 模 産 業 廃 棄 物 処 理 施 設 （ 条 例 第 ２ 条 第 ３ 号 に 規 定 す る 小 規

模 産 業 廃 棄 物 処 理 施 設 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 係 る も の を 除

く 。 ） を す る 者 が ， 当 該 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 等 の 工 事 を 完 了 し

た と き は ， 工 事 完 了 報 告 書 ２ 部 を 市 長 に 提 出 す る こ と に よ り 市 長

に そ の 旨 を 届 け 出 る よ う 指 導 す る も の と す る 。  

２  市 長 は ， 前 項 の 規 定 に よ る 届 出 を し た 者 に 対 し ， 次 条 第 ２ 項 の

規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 後 で な け れ ば ， 当 該 届 出 に 係 る 廃 棄 物 処

理 施 設 を 使 用 し な い よ う 指 導 す る も の と す る 。  

第 ２ ０ 条  市 長 は ， 省 令 第 ４ 条 の ４ 第 １ 項 ， 省 令 第 １ ２ 条 の ４ 第 １

項 若 し く は 条 例 施 行 規 則 第 ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 請 又 は 前 条

第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 が あ っ た と き は ， 当 該 申 請 又 は 届 出 に 係

る 廃 棄 物 処 理 施 設 が 構 造 基 準 に 適 合 し て い る か ど う か の 検 査 を 行

う も の と す る 。  

２  市 長 は ， 前 項 の 規 定 に よ る 検 査 の 結 果 ， 省 令 第 ４ 条 の ４ 第 １ 項 ，

省 令 第 １ ２ 条 の ４ 第 １ 項 若 し く は 条 例 施 行 規 則 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ る 申 請 又 は 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る 廃 棄 物 処 理

施 設 が 構 造 基 準 に 適 合 し て い る と 認 め る と き は ， そ の 旨 を 当 該 申

請 又 は 届 出 を し た 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 処 理 業 の 許 可 等 の 申 請 ）  

第 ２ １ 条  市 長 は ， 第 １ ９ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 者 （ 当 該 廃 棄 物 処 理

施 設 の 設 置 等 に つ い て 法 第 １ ４ 条 第 １ 項 若 し く は 第 ６ 項 ， 第 １ ４

条 の ２ 第 １ 項 ， 第 １ ４ 条 の ４ 第 １ 項 若 し く は 第 ６ 項 又 は 法 第 １ ４



 

条 の ５ 第 １ 項 の 許 可 又 は 省 令 第 ９ 条 第 ２ 号 若 し く は 第 １ ０ 条 の ３

第 ２ 号 の 指 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 許 可 等 」 と い う 。 ） を 受 け

な け れ ば な ら な い 者 に 限 る 。 ） に 対 し ， 前 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る

通 知 を 受 け た 後 に お い て 当 該 許 可 等 の 申 請 を 行 う よ う 指 導 す る も

の と す る 。  

（ 維 持 管 理 基 準 の 遵 守 ）  

第 ２ ２ 条  市 長 は ， 事 業 者 等 が ， 維 持 管 理 基 準 を 遵 守 し て そ の 設 置

す る 廃 棄 物 処 理 施 設 の 維 持 管 理 を す る よ う 指 導 す る も の と す る 。  

（ 維 持 管 理 の 状 況 の 報 告 ）  

第 ２ ３ 条  市 長 は ， 事 業 者 等 が ， そ の 設 置 す る 廃 棄 物 処 理 施 設 （ 最

終 処 分 場 及 び 中 間 処 理 施 設 （ 第 ２ 条 第 １ ０ 号 ウ 及 び エ に 掲 げ る 施

設 を 除 く 。 ） を 除 く 。 ） の 維 持 管 理 の 状 況 を 毎 日 記 録 し ， 次 の 各

号 に 掲 げ る 期 間 に お け る 当 該 維 持 管 理 の 状 況 を そ れ ぞ れ 当 該 各 号

に 定 め る 日 ま で に 廃 棄 物 処 理 施 設 維 持 管 理 状 況 報 告 書 ２ 部 を 市 長

に 提 出 す る こ と に よ り 市 長 に 報 告 す る よ う 指 導 す る も の と す る 。  

(1) １ 月 １ 日 か ら ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間  ４ 月 １ ０ 日  

(2) ４ 月 １ 日 か ら ６ 月 ３ ０ 日 ま で の 間  ７ 月 １ ０ 日  

(3) ７ 月 １ 日 か ら ９ 月 ３ ０ 日 ま で の 間  １ ０ 月 １ ０ 日  

(4) １ ０ 月 １ 日 か ら １ ２ 月 ３ １ 日 ま で の 間  翌 年 の １ 月 １ ０ 日  

（ 事 故 時 の 措 置 ）  

第 ２ ４ 条  市 長 は ， 事 業 者 等 が ， そ の 設 置 す る 廃 棄 物 処 理 施 設 そ の

他 廃 棄 物 の 処 理 の た め の 施 設 （ 次 項 に お い て 「 廃 棄 物 処 理 施 設

等 」 と い う 。 ） に つ い て 故 障 ， 破 損 そ の 他 の 事 由 に よ り 事 故 が 生

じ た と き は ， 直 ち に 応 急 の 措 置 を と る と と も に ， 速 や か に 廃 棄 物

処 理 施 設 事 故 報 告 書 ２ 部 を 市 長 に 提 出 す る こ と に よ り 市 長 に そ の

状 況 を 報 告 す る よ う 指 導 す る も の と す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て ， 市 長 は ， 事 業 者 等 に 対 し ， 事 故

の 拡 大 又 は 再 発 の 防 止 の た め に 必 要 な 措 置 を と る こ と 及 び 当 該 措

置 を 完 了 す る ま で の 間 廃 棄 物 処 理 施 設 等 の 操 業 を 停 止 す る こ と を

指 導 す る も の と す る 。  

（ 廃 止 等 の 届 出 ）  

第 ２ ５ 条  市 長 は ， 事 業 者 等 が ， そ の 設 置 す る 廃 棄 物 処 理 施 設 （ 最

終 処 分 場 及 び 中 間 処 理 施 設 （ 第 ２ 条 第 １ ０ 号 ウ 及 び エ に 掲 げ る 施



 

設 を 除 く 。 ） 並 び に 小 規 模 産 業 廃 棄 物 処 理 施 設 を 除 く 。 ） を 廃 止

し ， 若 し く は 休 止 し ， 又 は 休 止 し た 当 該 廃 棄 物 処 理 施 設 を 再 開 し

た と き は ， 遅 滞 な く ， 廃 棄 物 処 理 施 設 廃 止 （ 休 止 ・ 再 開 ） 届 出 書

２ 部 を 市 長 に 提 出 す る こ と に よ り 市 長 に 届 け 出 る よ う 指 導 す る も

の と す る 。  

（ 最 終 処 分 場 の 閉 鎖 協 議 ）  

第 ２ ６ 条  市 長 は ， 事 業 者 等 が ， 最 終 処 分 場 を 廃 止 し よ う と す る と

き は ， 省 令 第 ５ 条 の ５ の ２ 第 １ 項 又 は 第 １ ２ 条 の １ １ の ２ 第 １ 項

の 規 定 に よ る 申 請 を す る 前 に ， 廃 棄 物 最 終 処 分 場 閉 鎖 協 議 書 ２ 部

を 市 長 に 提 出 す る こ と に よ り 市 長 に 協 議 す る よ う 指 導 す る も の と

す る 。  

（ 協 議 会 の 設 置 及 び 運 営 ）  

第 ２ ７ 条  廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 等 の 計 画 に つ い て 適 正 な 指 導 を 期

す る た め ， 廃 棄 物 処 理 施 設 設 置 等 協 議 会 を 設 置 す る 。  

２  前 項 の 廃 棄 物 処 理 施 設 設 置 等 協 議 会 の 組 織 及 び 運 営 に 関 し 必 要

な 事 項 は ， 市 長 が 別 に 定 め る 。  

（ 台 帳 の 整 備 等 ）  

第 ２ ８ 条  市 長 は ， 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 等 の 計 画 に 係 る 事 前 協 議

に つ い て ， そ の 内 容 を 記 載 し た 台 帳 を 整 備 す る も の と す る 。  

 （ 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ る 報 告 ）  

第 ２ ９ 条  第 ２ ３ 条 の 規 定 に よ る 報 告 は ， 同 条 の 規 定 に か か わ ら ず ，

電 子 情 報 処 理 組 織 （ 市 の 機 関 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 （ 入 出 力 装

置 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） と 報 告 を す る 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機

と を 電 気 通 信 回 線 で 接 続 し た 電 子 情 報 処 理 組 織 を い う 。 ） を 使 用

し て 行 う こ と が で き る 。  

（ 補 則 ）  

第 ３ ０ 条  こ の 要 綱 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は ， 別 に 定 め る 。  

 

附  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ３ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  



 

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ７ 年 １ 月 １ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ８ 年 １ １ 月 ２ ５ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

こ の 要 綱 は ， 令 和 ４ 年 １ ２ 月 １ ４ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


